糸島市男女共同参画審議会公募委員募集要領
１　名称　　　糸島市男女共同参画審議会
２　目　　的　　　男女共同参画社会の形成の推進を図るため、地方自治法第138条の４第３項に基づく執行機関の附属機関として設置
３　審議会の役割　　　(1)基本計画やその他の重要事項を調査審議すること

(2)基本計画の実施状況などについて意見を述べること

(3)前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること
４　公募委員　　　１人
５　任　　期　　　委嘱の日から令和９年３月31日まで
６　応募要件　　　(1)市内在住または在勤、在学の人
　　　　　　　　　　(2)市の審議会等委員の兼務数が２以内（男女共同参画審議会委員を除く）の人
(3)年２回～３回程度、平日の会議に出席できる人
７　募集方法　　　ホームページ

８　募集期間　　　令和８年４月27日（月）から５月22日（金）17時まで（必着）
９　応募方法　　　必要事項を記入した応募申込書と作文（800字以内）を糸島市役所地域振興部人権・男女共同参画推進課に提出（郵送またはＥメールでも提出可）。
応募申込書は、糸島市役所人権・男女共同参画推進課と男女共同参画センターラポールに備え付けるほか、市ホームページからもダウンロードが可能。
【作文テーマ】
「地域における男女共同参画の推進について」
10　委員の決定　　　選考委員会による書類選考等により決定する。
11　結果通知　　　文書により、６月中旬（予定）に通知する。
12　委嘱状交付　　　令和８年度第１回審議会にて交付する。
　問い合わせ　　　糸島市役所　地域振興部人権・男女共同参画推進課　男女共同参画推進係
〒819-1192　糸島市前原西一丁目１番１号

電話：092－332－2075
Ｅメール：jinkendanjo@city.itoshima.lg.jp
